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はじめに 

Corporate & Tax Global Updateは、ベーカーマッケンジーのグローバルネット

ワークを最大限に活かし、日本と世界各国の会社法務及び税務の「今」をタイム

リーにお届けしています。 

Vol. 105となる本号では、日本、対内直接投資等に関する政令の一部を改正する

政令 2025年 5月 19日に施行、英国 HMRCが移転価格アプローチにおける共通リ

スクへの対応手引きに関する説明会を開催等の最新情報をお届けします。本

ニューズレターが会社法務と税務の分野における皆様の羅針盤となれば幸いで

す。 

 

目次 

1. 日本 

日本：対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 2025年 5月 19日に施

行 

2. アジア 

シンガポール：2025年度予算案 — 主要な税制改正 

3. 米州 

米国：デラウェア州一般会社法の重要な改正 

米国：企業透明性法に基づく実質的所有者情報の報告要件に関するアップデート 

4. 欧州 

英国：HMRCが移転価格アプローチにおける共通リスクへの対応手引きに関する

説明会を開催 

 
 
 
 

「グローバル・パブリックM&A 

ガイド（英語）」更新のお知らせ 

 
第 5版となる本ガイドは、上場企業の

クロスボーダー買収取引の経験豊富な

40以上の法域における専門家の知見を

集結しています。上場企業のクロス

ボーダー買収取引に関して生じる複雑

な論点を簡素化し、取引の価値を最大

化するために有用となります。 

  

本ガイドは、オンラインにて、法域や

トピックごとにデータをフィルタリン

グや比較することが可能で、特定の法

域を詳細に調べることもできる便利な

ツールとなります。 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

 

 

 

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-public-ma-guide
https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-public-ma-guide
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1. 日本 

日本 

対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令 2025年 5月

19日に施行 

2025年 4月 4日に対内直接投資等に関する政令の一部を改正する政令並びに

関連省令及び告示（以下、「本各改正」）が公布された。本各改正は 5月 19

日に施行される。本各改正に関する 1か月のパブリックコメント期間では、

国内外から 70近くの意見が寄せられ、高い関心を集めた。 

概要 

• 本各改正により、外国為替及び外国貿易法（以下、「外為法」）第 27条

の 2第 1項及び第 28条の 2第 1項に基づく事前届出免除制度を利用する

ことのできる外国投資家の範囲が変更される 

• 事前届出免除制度を利用することのできる外国投資家の範囲を限定する

ために、「特定外国投資家」、「特定外国投資家に準ずる者」及び「特

定コア事業者」の 3つの新しい概念が導入された 

• パブリックコメント期間の結果、財務省は「対内直接投資等に関する政

令等の改正（令和 7年 4月 4日公布）に係るQ&A」1を公表し、「特定外

国投資家」、「特定外国投資家に準ずる者」及び「特定コア事業者」の

範囲を明確化した 

本各改正の背景 

2020年の外為法改正以降、指定業種に該当する事業を行う日本の上場企業の

株式の 1％以上を外国投資家が購入する場合、原則として事前届出が必要と

なるが、一定の要件を満たす外国投資家（違反処分を受けた者、外国政府・

国有企業及び認証を受けていないソブリン・ウェルス・ファンドを除く）

は、事前届出免除制度を利用することができる。 

本各改正は、国家安全保障の観点から対日直接投資の審査を強化する必要性

に鑑み、国の安全等を損なうリスクが高いと認められる外国投資家による事

前届出免除制度の利用を制限することを目的としている。国の安全等を損な

うリスクが高いと認められる外国投資家として、外国政府による情報収集活

動に協力する義務を負う外国投資家が本各改正の対象とされた。 

本各改正は、「対内直接投資に関する政令」、「対内直接投資に関する命

令」、「対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないた

めの基準告示」及び「特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないため

の基準告示」の改正により構成される。本各改正施行以降使用される「対内

直接投資に関する命令」の別紙様式も公表されている。 

事前届出免除制度に関する変更の概要 

以下の表が本各改正前の事前届出免除制度を利用できる外国投資家を表して

いる。 

 
1 
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relate
ddocument_20250404_1.pdf  
 

「2024-2025年 国際仲裁イヤー

ブック（英語）」発行のお知らせ 

 
ベーカーマッケンジーでは、2024-

2025年度国際仲裁イヤーブックを発行

しました。本イヤーブックは、昨年1

年間の国際仲裁における注目すべき動

向について、世界40以上の法域の分析

を網羅しています。 

 

本年度版には、SIAC（シンガポール国

際仲裁センター）や HKIAC（香港国際

仲裁センター）を含む多くの機関によ

る新しい仲裁規則、及び 2024 年にア

ブダビに開設された新しい仲裁セン

ターである ArbitrateADの詳細をはじ

めとする内容が含まれています。 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

 

 

 

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250404_1.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250404_1.pdf
https://www.globalarbitrationnews.com/international-arbitration-yearbook-2024-2025/
https://www.globalarbitrationnews.com/international-arbitration-yearbook-2024-2025/
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※ 2025年 4月 1日に財務省が報道発表した「『対内直接投資等に関する政令の

一部を改正する政令』について」の「関係資料（概要）」第 2頁より引用2 

以下の表が本各改正後の事前届出免除制度を利用できる外国投資家を表して

いる。 

 

※ 2025年 4月 1日に財務省が報道発表した「『対内直接投資等に関する政令の

一部を改正する政令』について」の「関係資料（概要）」第 3頁より引用3 

 
2 
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relate
ddocument_20250331_1.pdf  
3 
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relate
ddocument_20250331_1.pdf 

2025年金融機関展望レポート 

（英語）」発行のお知らせ 

 
 

ベーカーマッケンジーの金融機関担当

弁護士が、2025年に金融機関に影響を

与えうるトピックについて考察する

「2025年金融機関展望レポート」を発

行いたしました。今年も、地政学的リ

スク、テクノロジーの進化、規制の進

展などにより、継続的な変化がもたら

されることは明らかです。金融機関は

リスクコントロールに留まらず、チャ

ンスをものにするための準備が益々重

要となっています。 

 

本レポートは、フィンテックやデジタ

ルトランスフォーメーション、サステ

ナビリティ、規制審査といった金融機

関が直面するリスク要因に関する最新

情報を網羅しています。 

 

また、アセットマネジメント、ファイ

ナンシャルスポンサーや投資銀行向け

に、税制、オルタナティブ・ファイナ

ンス、アダプテーション・ファイナン

ス、EU域外銀行支店規則などについて

も解説しています。 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

 
 

 

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250331_1.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250331_1.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250331_1.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250331_1.pdf
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/resources/whats-on-the-radar-for-financial-institutions-2025
https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/resources/whats-on-the-radar-for-financial-institutions-2025
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「特定外国投資家」は、外国投資家のうち、①対内直接投資によって取得し

た国の安全等を損なう事態を生じる恐れが大きい情報を、外国政府等との契

約や外国の法令等に基づき、当該外国政府等に開示することによって、当該

外国政府等に協力する義務を負う組織（法人その他の団体）若しくは個人、

又は②①の義務を負う組織・個人及び当該組織・個人に対して当該義務を課

す外国政府等が議決権・株式数等の 50％以上を占める組織若しくは役員の

1/3以上を占める組織をいう。 

「特定外国投資家に準ずる者」は、⑴ ①が実質的な意思決定を掌握している

と認められる者、⑵ 設立準拠国以外の国や地域に実質的な本社があり、情報

収集活動に関する当該国の法令等の影響を受ける者、又は⑶ ①若しくは②と

の契約、若しくは当該契約を行った者との契約（さらに同様の契約が連なる

場合、それらの各契約を含む）により、外国政府等の情報収集活動に協力す

るため情報を開示する義務を負う者をいう。 

「特定コア事業者」は経済安保推進法における「特定社会基盤事業者」で、

かつコア業種に属する事業を営む事業者をいい、電力、鉄道及び電気通信事

業等の基幹インフラ事業が含まれる。「特定コア事業者」に該当する上場企

業は更新された「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該

当性リスト」において特定されている4。 

本各改正のもとでは、指定業種に該当する事業を行う日本の上場企業の株式

の 1％以上を外国投資家が購入する場合、以下の通りとなる。 

1. 「特定外国投資家」は、取得する株式の割合が 10％以下か或いは投資先

の日本企業がコア事業に該当する事業を営んでいるか否かを問わず、事

前届出免除制度を利用できない 

2. 「特定外国投資家に準ずる者」は、（ア）投資先の日本企業の事業がコ

ア事業に該当せず、（イ）取得する株式の割合が 10％以下であり、

（ウ）一般投資家が事前届出免除制度を利用するために満たさなければ

ならない上乗せ基準よりも高い、更なる上乗せ基準（非公開情報へのア

クセス制限を含む）を満たした場合にのみ、事前届出免除制度を利用す

ることができる 

パブリックコメント期間の結果 

本各改正に関する 1か月のパブリックコメント期間では、国内外から 70近く

の意見が寄せられた。多くの意見は「特定外国投資家」及び「特定外国投資

家に準ずる者」の範囲に関するものであり、財務省は「対内直接投資等に関

する政令等の改正（令和 7年 4月 4日公布）に係る Q&A」5（以下、

「Q&A」）の公表に至った。Q&Aでは、質問の多かった「外国政府等による

情報収集活動に協力する義務」について「外国政府の要請等に基づかず、一

般的・恒常的に、いわゆるインテリジェンス活動に協力する義務」を指すと

明確化し、金融検査や税務調査、労働監督当局の調査、刑事事件の捜査等に

よる情報の提供義務はそれに該当しない旨が明示された。また、従来包括免

除が適用されていた外国金融機関についても「特定外国投資家」又は「特定

外国投資家に準ずる者」の要件を満たす場合には事前届出免除制度が利用で

きないのかという点についても複数の質問が寄せられた。Q&Aでは、従来包

括免除が適用されていた外国金融機関であっても、「特定外国投資家」又は

「特定外国投資家に準ずる者」に該当する場合は、これらが優先され、包括

 
4 
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/fdi/gaitouseilist.xlsx 
5 
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relate
ddocument_20250404_1.pdf 
 

「グローバル金融サービス規制 

ガイド（英語）」改訂版発行の 

お知らせ 

 
本ガイドは、世界の主要な金融セン

ター及び新興市場を含む35の国と地域

について、金融サービスに関する法令

と規制を網羅的かつ包括的にまとめた

ものです。 

 

金融サービス業界は、生成AIやデジタ

ルアセットなどの急速な技術進歩、厳

しさを増すマネーロンダリング対策

（AML）や制裁体制、新たなESG課題

や継続的な業界再編などを背景に、大

きな変革期が続いています。これらに

伴う規制の変化は、導入の複雑さや法

域により異なる規制と相まって、企業

に重大なリスクをもたらします。 

 

本改訂版では、このような課題に対応

するため、急成長する暗号資産、AML

及びCFT監督当局、更に外部委託先へ

の規制拡大を取り上げています。金融

商品の販売や新規市場へのサービス提

供の際の簡易な参照資料として利用可

能で、世界の銀行や金融サービス会社

に適用される規制を網羅しています。 

 

本ガイド（無料）をご希望の方は、 

こちらからアクセスしてください。 

 
 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mof.go.jp%2Fpolicy%2Finternational_policy%2Fgaitame_kawase%2Ffdi%2Fgaitouseilist.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250404_1.pdf
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/press_release/relateddocument_20250404_1.pdf
https://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=S2tUK1lOUjZ3bWpOYmNaSXlVYVZWZXN1bDNFZ3FZOGZPSlhCVlhXZTNpMHVuK1RxL2NPQlNNUTc1V3U5R0lQVTErd1dMa0FmK0xzSVgyZVpHUE45RFhGOWp6RVlZQ3JlcG5XVnUrNXByaUx5ZHZRSmE0cVQrNzk1UXFNcHFtbTBRc012SWd5eW1aRzBvM3ZyTGhISGxTRHBBazZHUE12TWhWTGJPRXhFL2o4PQ==&rh=ff00d6c7b4c87d499a4905507b45a3a3273c19b9
https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-financial-services-regulatory-guide
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免除の対象外となり、それぞれ該当する類型に応じて事前届出免除制度の利

用ができないことが明確化された。 

最初のページに戻る 

2. アジア 

シンガポール 

2025年度予算案 — 主要な税制改正 

概要 

2025年度シンガポール予算案（以下、「2025年度予算案」）は、コスト圧

力への対応、経済成長のためのイノベーション能力の向上、労働力の変革及

び持続可能な都市の構築に焦点を当てており、シンガポールが独立 60周年を

迎えるにあたり、世界的な不確実性及び地政学的緊張への対処することを目

的とするものである。 

シンガポールは国際税制の動向を注視しており、必要に応じて国内税制の改

正を行うことも視野に入れている。一方で、シンガポールは経済競争力を高

めることで国際的なビジネスハブとしての魅力を維持するため、様々な税制

措置を導入している。これには、従業員株式報酬（以下、「EEBR」）制度

に基づく新株発行、承認された費用分担契約（Cost Sharing Agreement。以

下、「CSA」）に基づくイノベーション活動に対する控除制度、1947年所得

税法（以下、「ITA」）第 13W条の強化、資本市場、金融及び海事産業に対

する税制優遇措置等が含まれる。 

2025年度予算案における税制改正の主要な点は以下の通りである6。 

主要な改正点等 

• シンガポールは、BEPS第 2の柱に基づき多国籍企業トップアップ税及

び国内トップアップ税を導入済であり、国際基準を遵守しつつ競争力あ

る国内税制を維持するために、引き続き国際的な動向を注視していく 

• 2026年の課税年度（Year of Assessment）より、EEBR制度に基づく新

株発行のために、関連する持株会社又は特別目的会社に対して行われる

支払いに対し、新しい税額控除制度が導入される 

• 2025年 2月 19日より、承認された CSAに基づき企業がイノベーション

活動（innovation activity）に対して行う支払いは、100％税額控除の対象

となる。これにより、イノベーション活動の範囲が広がり、従前は ITA

第 2条にいう「研究開発」（research and development）活動の範囲に

含まれず、税額控除の対象ととみなされなかった活動も、イノベーショ

ン活動に含まれることとなる 

• 第 13W条の適用を拡充するため、適用期限の撤廃、資本として計上され

る優先株の処分による利益をカバーするための適用範囲の拡大等が行わ

れる。現在、株式売却の直前 24か月間以上に亘り、売却対象会社の株式

の 20％以上を保有し、かつ 2012年 6月 1日ないし 2027年 12月 31日

の期間に普通株式を売却した場合、免税とされているところ、当該株式

保有条件は連結ベースで判断されることになる 

• 新規上場企業に対する法人所得税の還付、新規ファンドマネージャー上

場に対する優遇税率の引き上げ、及びファンドマネージャーの適格所得

 
6 本稿はベーカーマッケンジー シンガポールオフィスのニュースアラートを抄訳した

ものである。詳細については、原文を参照されたい。 

「規制強化期におけるM&A成功法

（英語）」発行のお知らせ 

 
金利の上昇やマクロ経済の不透明感に

より減速していたM&Aは、2024年後半

に再び活発化する見通しです。そこで

重要となるのは、最新の市場動向や法

的発展を常に見極めることです。企業

は、ビジネスモデルを再定義し、買収

を通じたイノベーションやシナジーの

推進、カーブアウトや売却を通じた経

営資源の最適化を行い、市場の課題に

適応しなければなりません。投資ファ

ンド等のフィナンシャルスポンサー

は、バイアンドビルド戦略を通じた

ポートフォリオの合理化、エグジット

セールスやセカンダリー取引を通じた

投資家へのリターン創出を迫られてい

ます。 

 

しかし、M&A環境は、規制の観点から

厳しさを増しています。独占禁止法、

外国直接投資(FDI)、そして最近では欧

州連合(EU)の規制当局による外国補助

金(FSR)といった分野における監視強

化は、M&A取引のハードルを一層高め

ています。 

 

本ガイドでは、ベーカーマッケンジー

の専門家が、今後予想される規制上の

課題や、それらがM&A取引に与える影

響について解説し、取引当事者がこれ

ら課題を乗り切るための指針を提示し

ます。 

 

画像をクリックしてご覧ください。 

 

 

https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/tax/singapore-budget-2025-key-tax-updates
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2024/05/succeed-in-ma-in-times-of-hightened-regulatory-scrutiny.pdf
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に対する租税の免除等、シンガポールの資本市場を活性化するための一

連のインセンティブが導入される 

• その他、2025年の課税年度における法人初所得税還付、国際化のための

二重税控除（Double Tax Deduction for Internationalization）、合併及び

買収、並びに土地集約化手当（Land Intensification Allowance）制度の延

長等、企業を支援するための様々な制度が導入される 

最初のページに戻る 

 

3. 米州 

米国 

デラウェア州一般会社法の重要な改正 

2025年 3月 25日、デラウェア州知事の Matt Meyer氏により、デラウェア州

一般会社法に大幅な変更をもたらす改正案に署名がされ、その成立が承認さ

れた。本改正は、テキサス州やネバダ州等が法人設立地として台頭する中

で、デラウェア州一般会社法を改正することにより、デラウェア州のビジネ

ス拠点としての地位を高めることを目的としており、同法の重要な要素を変

更するものである。本改正は、2025年 2月 17日以前に完了又は係属した訴

訟等や帳簿・記録の閲覧請求を除き、時期にかかわらず、対象となる全ての

行為及び取引に遡及的に適用される。 

以下、本改正に関する主要な留意点について概説する。 

1. 「支配株主（Controlling Stockholder）」の定義の明確化 

デラウェア州一般会社法第 144条(e)(2)において「支配株主」の定義が追加さ

れた。この定義は、支配の概念を以下の者（その関係者を含む）に限定す

る。 

 取締役選任議決権を有する株式、又は全取締役の議決権の過半数を有す

る取締役選任議決権を有する（契約に基づきかかる権利を有する場合を

含む）株式の過半数を所有又は支配している者 

 取締役選任議決権を有する株式の少なくとも 3分の 1を所有又は支配

し、かつ会社の事業及び業務について経営に関する権限を行使する能力

を有する者 

デラウェア州の裁判所はこれまで、取締役会に対する影響力、契約上の権

利、権限が行使される状況等の要素を考慮の上、株主が会社の事業及び業務

に対する支配権を行使する能力を有しているかどうかという基準をもって、

支配株主該当性を判断していた。新たに追加された定義は、支配株主該当性

を判断するためにより具体的な基準を提供するものであり、従来の不明確さ

を軽減する。 

2. 証券取引所規則に基づく取締役の利益相反の不存在の推定 

デラウェア州一般会社法第 144条(d)(2)の改正により、(i) 取引の当事者では

なく、かつ、(ii) 取締役会が、適用される証券取引所の独立性に関する規則及

び会社が指定する特定の独立性基準を満たしていると判断した公開会社の取

締役に適用される、利益相反の不存在の推定が規定された。 

支配株主との間の取締役の利益相反を評価する際には、証券取引所の基準

が、当該支配株主を会社に置き換えて適用される。支配株主による取締役会

「グローバル・プライベートM&A

ガイド（英語）」発行のお知らせ 

 
本ガイドは、非上場会社を対象とする

クロスボーダーM&Aの準備、実行段階

で直面する法務及び規制上の各種の論

点について、40法域の状況を取りまと

めています。 

 

前回の2021年改訂以来、世界における

法やビジネスを取り巻く環境は大きく

変化しています。特に、独占禁止法及

びその他の取引規制ルールは複雑さを

増しており、これまで以上に積極的に

施行が進んでいます。本最新版では、

複雑な合併規制や外国投資規制に関す

る最新情報を盛り込んでいます。ま

た、取引に影響を及ぼす可能性のある

税務上の問題、雇用法上の義務、贈収

賄防止に関する懸念事項も概説してい

ます。 

 

本ガイドはオンラインにより閲覧可能

で、法域やトピックごとのデータ絞り

込み、法域やトピックを跨いだデータ

比較、また特定法域を詳しく調べるこ

とができます。 

 

画像をクリックしてご覧ください。 

 

 

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/global-private-ma-guide-limited
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に対する取締役の指名、選任、投票は、支配株主との間で利益相反関係にあ

る取引において当該取締役が利益相反していることの証拠とはならない。 

独立性の推定は強化されており、取締役が行為又は取引に対して重要な利益

相反を有する、或いは行為又は取引に対して重要な利益相反を有する者との

間で重要な関係を有するという具体的かつ詳細な事実によってのみ反証され

る可能性がある。 

過去数年間、一部のデラウェア州裁判所の判決は、支配株主との非重要・非

経済的な関係を理由として取締役の利益相反を問題としてきた。これに対

し、かかる判例は、利益相反のない特別委員会に決定を委ねることによって

「正しいことを行おうとする」（to do the right thing）企業の予測可能性を損

なうという主張がされている。取締役の独立性を、確立された証券取引所の

規則に結びつけることで、独立性評価に対する裁判所の再判断が減少するこ

とが期待される。 

3. 利益相反のある取締役及び役員による取引に関するセーフハーバー

ルール 

デラウェア州一般会社法第 144条(a)において、取締役の利益相反を伴う取引

が、かかる利益相反の事実のみに基づいて無効とされることを防ぐメカニズ

ムが規定されていた。もっとも、かかる旧セーフハーバールールは、セーフ

ハーバールールの対象となったとしても、信認義務違反を問われる可能性が

あることや、利益相反のある支配株主が関与する取引に対応していないこと

から、その不十分性が指摘されていた。 

本改正により、利益相反のある取締役及び利益相反のある支配株主のそれぞ

れが関与する状況に対するセーフハーバーが規定される。さらに、これらの

セーフハーバールールを遵守することで、取締役、役員及び支配株主に対す

る金銭的損害賠償及び衡平法上の救済措置が明示的に禁止され、より広範な

保護が提供される。 

本改正は、デラウェア州最高裁判所の Kahn v. M & F Worldwide Corp.判決を

端緒とする判例法を通じて広まった「MFWドクトリン」の適用の拡大に歯止

めをかける。MFWドクトリンの下では、利益相反のある支配株主の取引は、

(1) 独立した取締役の特別委員会、及び(2) 利益相反のない株主の過半数に

よって承認されていることという条件が満たされない限り、経営判断原則の

恩恵を受けることができなかった。これに対し、MFWドクトリンは非常に負

担が大きく、過失による違反等も発生しやすいため、会社側において、セー

フハーバールールではなく、完全な公正性基準（entire fairness test）の下で

取引を防御することを余儀なくされるという批判がされていた。 

本改正により、過半数が利益相反関係のない取締役により構成された特別委

員会によって承認された場合等がセーフハーバールールの対象となり、所定

の要件を満たす場合において、裁判所が取締役会の独立性判断に最終的に同

意しない場合でも、セーフハーバールールが利用可能となっている。 

本改正を踏まえて、デラウェア州企業は、当該取引に異議を唱える株主によ

る訴訟等のリスクに備えるために、新たに制定されたセーフハーバールール

の下で、利益相反取引を承認する最善の方法を決定するために、自社の利益

相反取引を見直すことが推奨される。 

4. 信認義務違反に基づく支配株主の金銭的損害賠償責任の免責 

本改正により、忠実義務違反や故意の不正行為・法令違反等によって生じた

責任を除き、基本定款（certificate of incorporation）を変更することなく、会

社や他の株主に対する支配株主の金銭的損害賠償責任が免責される。 

「グローバルグループ再編 

ガイド」発行のお知らせ 

 
世界各国で多くのグループ企業を有す

る欧米の多国籍企業は、越境合併、越

境分割、越境組織変更や税務上の居住

地の変更等、組織再編の手法を活用し

て積極的・頻繁にグローバル規模のグ

ループ再編を検討、実施し、戦略的目

的を実現しています。日本企業の間で

は、多国籍企業化してからの歴史が比

較的浅いこともあり、欧米の競争相手

に比べて、グローバル規模でのグルー

プ再編に取り組むことは未だ一般的に

なっていません。このような問題意識

から、本ニューズレターにて3回にわ

たり連載した日本企業による「グロー

バルグループ再編シリーズ」をまとめ

たガイドを発行いたしました。 

 

日本企業によるグローバルグループ再

編の検討材料のひとつとなり、厳しさ

を増す国際環境での競争力強化の一助

となれば幸いです。 

 

本ガイド（無料）をご希望の方は 

メールにてご連絡ください。 

 

 
 

mailto:global.update@bakermckenzie.com
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デラウェア州判例法上、支配株主は特定の状況における善管注意義務を含む

信認義務を負う。もっとも、現行のデラウェア州一般会社法においては、支

配株主に対して、取締役や役員に認められている免責と同様の免責権が認め

られていない。本改正により、支配株主は、善管注意義務違反による金銭的

損害賠償責任のリスクにさらされなくなる。また、かかる支配株主に対する

免責は、取締役及び役員に対する免責規定とは異なり、効力を有するための

定款のオプトイン条項は必要とされない。 

5. 株主の帳簿・記録請求に適用される新たな手続基準及び情報請求権の

範囲の縮小 

デラウェア州一般会社法第 220条は、株主の、デラウェア州の企業の帳簿及

び記録（books and records）を閲覧する権利を規定する。直近のデラウェア

州裁判所の判決は株主の当該閲覧請求権を拡大し、結果として、取締役、役

員及び経営陣によるコミュニケーションを含む、より広範な企業文書の請求

が増加した。もっとも本改正により、以下のとおり、株主の企業記録へのア

クセスが制限され、請求に対する厳しい要件が課された。 

 「帳簿及び記録」の定義 

本改正により、「帳簿及び記録」には、定款（当該定款に組み込まれた文書

を含む）、付属定款、会議議事録、署名された株主同意書、全株主への正式

なコミュニケーション、取締役会及び委員会の資料、年次財務諸表、現在又

は将来の株主との間で第 122条(18)に基づいて締結された契約、及び取締役

の独立性に関するアンケート等の主要な企業文書が含まれることが明確にさ

れた。一方で、取締役、役員及び経営陣からの電子メールやテキストメッ

セージ等のコミュニケーションは除外された。 

 期間制限 

本改正により、大半の情報カテゴリに関して、株主が記録へのアクセスを要

求できる期間が 3年間に設定された。 

 請求要件 

記録を請求するにあたって、株主は、請求の目的を明確にし、「合理的な特

定性（reasonable particularity）」（デラウェア州判例法の下で発展した「信

頼に足るか否か（credible basis）」の基準よりも高いハードルとなる可能性

がある）をもって、閲覧を請求する記録を特定する必要がある。 

 機密保持 

会社側において、アクセスされた記録に対して機密保持や使用及び配布の制

限を明示的に強制する権限が与えられる。提供された資料が、法的な訴状に

引用される場合もあり、裁判所が選択的に引用された抜粋ではなく、全体の

文脈を評価できるようになる。また、会社側において、株主により指定され

た目的に関連しない情報については削除することができる。 

 例外措置 

会社が、株主より請求された「帳簿及び記録」を持っていない場合、裁判所

は、株主の目的を達成するために必要かつ不可欠な範囲でのみ、かかる帳簿

及び記録と機能的に同等の記録を提供するよう企業に命じることができる。

また、裁判所は、他の特定の記録について、閲覧を請求する株主が、その正

当な目的を達成するために、かかる記録の閲覧が必要かつ不可欠であること

を、明確かつ説得力のある証拠によって証明した場合に限り、裁判所は、他

の種類の記録の提出を命じることができる。 

最初のページに戻る 

「アンチ・ダンピング措置の 

国内手続」ガイドのお知らせ 

 
近年、WTOアンチ・ダンピング協定に

基づくアンチ・ダンピング関税の賦課

件数が年間100件を超える水準で推移

しています。 

 

本ガイドでは、アンチ・ダンピング措

置の発動国として件数の最も多い米国

のアンチ・ダンピング関税賦課の国内

手続の概要に加え、EU、中国、ブラジ

ル、及び日本の国内手続の概要を説明

しています。 

 

本ガイド（無料）をご希望の方は 

メールにてご連絡ください。 

 

  

mailto:global.update@bakermckenzie.com
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米国 

企業透明性法に基づく実質的所有者情報の報告要件に関する

アップデート 

概要 

2025年 3月 21日、企業透明性法（the Corporate Transparency Act; CTA）

に基づく実質的所有者情報（beneficial ownership information; BOI）報告書の

提出義務に関する重要なアップデートがあった。 

すなわち、米国金融犯罪取締ネットワーク（US Financial Crimes 

Enforcement Network; FinCEN）は暫定最終規則（IFRs）を公表し、CTAに

基づく BOI報告要件を限定している。IFRsの下では、「外国報告企業

（foreign reporting companies）」の定義に該当する事業体のみが、CTAに基

づく BOI報告要件を遵守する必要があるとされている。加えて、「米国人

（US persons）」は、外国報告企業の実質的所有者としての報告対象から除

外され、またそのような企業に関する自身の BOIの提供義務を免除されてい

る。本 IFRsはまた、2025年 3月 26日より前に米国で事業登録を行った外国

報告企業について、BOI報告書の提出期限を 2025年 4月 25日まで延長す

る。この暫定最終規則は 60日間の意見公募期間の対象であり、FinCENは年

内に最終規則を発行する予定である。 

詳細 

2025年 3月 21日に発行された IFRsは、今年初めに FinCEN及び米国財務省

が行った CTAに基づく BOI免除に関する発表を正式化するものである。本

IFRsはまた、CTAの適用範囲にさらなる制限を設けている。 

本 IFRsは、2022年に発行された既存の CTA規則をいくつかの重要な点で修

正することにより、追加的な BOI免除及び制限を導入している。 

第一に、本 IFRsは「報告企業（reporting company）」を、外国法に基づき

設立され、米国のいずれかの州において州務長官への書類提出により事業登

録を行った法人、有限責任会社、又はその他の事業体と定義している。従っ

て、現在 BOI報告書の提出が義務付けられているのは、米国内で事業登録を

行った外国法を設立準拠法とする事業体のみとなる。 

第二に、本 IFRsは「国内事業体（domestic entity）」を報告企業から明確に

除外し、これらの事業体を BOI報告要件から免除している。国内事業体は、

本 IFRsにより、米国の州の州務長官への書類提出によって設立された法人、

有限責任会社、又はその他の事業体と定義されている。 

外国で設立されたパートナーシップが CTA上の「事業体」に該当するかどう

か、また、それが米国で事業登録した場合に BOI報告書を提出する必要があ

るかについては必ずしも明確ではない。しかしながら、米国の税務上のパー

トナーシップは「事業体（entities）」として規定されていることから、米国

で事業登録を行う外国パートナーシップは、本 IFRsに基づき、その非米国人

オーナーに関する BOI報告書を提出する義務を負うと判断される可能性が高

いと考えられる。もちろん、米国の州法に基づき設立されたリミテッド・

パートナーシップは、現在 BOI報告義務から免除されている。 

第三に、本 IFRsは、報告企業が、その企業の実質的所有者であるいかなる

「米国人」に関する BOI報告義務を免除すると定めている。加えて、「米国

人」自身も、自身が実質的所有者となっている報告企業に関する BOIを提供

する義務から免除される。従って、実質的所有者が米国人のみである報告企

業は、いかなる実質的所有者についても報告義務から免除されることにな

る。この点は、本 IFRsの序文に明確に記載されている。 
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BOI報告から「米国人」が新たに免除されたことに伴い、この用語がどのよ

うに定義されているかを理解することが重要である。CTAでは、「米国人」

という用語を、米国市民、暦年中のいずれかの時点で米国の合法的な永住者

（いわゆる「グリーンカード」保有者）である非米国市民、及び特定の年に

ついて米国所得税法上の「実質的滞在テスト（substantial presence test）」

を満たす非米国市民と定義している。 

結論として、本 IFRsの下で報告企業に該当する事業体（すなわち、米国の州

で事業登録を行った非米国事業体）のうち、米国人ではない実質的所有者を

持つ事業体が、現在 BOI報告要件を遵守する義務を負う対象となる。2025年

3月 26日より前に州務長官に米国での事業登録を行った報告企業は、2025

年 4月 25日までに BOI報告書を提出する必要がある。2025年 3月 26日以

降に登録された報告企業は、その登録が有効である旨の通知を州務長官から

受領した後、30暦日以内に初回の BOI報告書を提出する必要がある。 

最初のページに戻る 

4. 欧州 

英国 

HMRCが移転価格アプローチにおける共通リスクへの対応手引

きに関する説明会を開催 

概要 

2025年 3月 5日、英国歳入関税庁（HMRC）は、2024年 9月に公表された

「コンプライアンスに関するガイドライン — 移転価格アプローチにおける一

般的なリスクへの対応」（以下、「GfC7」）に関するウェビナーを開催し

た。このウェビナーでは、HMRCがどのようにガイドラインを利用するつも

りなのか、また、英国の納税者、英国の税務リスク責任者、税務スペシャリ

ストが、移転価格における回避可能な一般的リスクを納税者が軽減できるよ

う、ガイドラインの推奨事項の明確化がなされた。 

 

ウェビナーでは、GfC7の紹介と、その適用に関する主な分野の説明が行われ

た。また、英国における移転価格（TP）コンプライアンス・リスクの管理、

HMRCによる調査で頻繁に精査される一般的なコンプライアンス・リスクの

特定、これらのリスクを軽減するためのベストプラクティスの導入に焦点が

当てられた。GfC7の採用は義務ではないが、HMRCは GfC7の使用を推奨し

ている。GfC7は企業のリスクに対する姿勢を反映するものであり、HMRC

の調査対象企業の選定に影響を与えることを留意する必要があろう。 

 

以下ではウェビナーの概要を紹介する。 

 

はじめに 

HMRCは、移転価格における一般的な回避可能なリスクを納税者が軽減でき

るよう、GfC7を開発した。回避可能なリスクには以下のような項目が含まれ

る。 

• 調査や調整のリスクを内在する移転価格ポリシー 

• 移転価格ポリシーを実施する際の誤りや見落とし 

• 最新の移転価格アプローチに含まれていないビジネスの変化や発展 

• コンプライアンス業務におけるスコープの誤り 

• 事業の説明が不正確な文書作成 
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• 実績の計算・報告における回避可能なエラー 

 

このような情報の欠如は、調査を長引かせる主な要因であることが知られて

おり、この目的は、納税者が裏付けとなる情報を同時期に特定し、保持でき

るようにすることである。HMRCは、GfC7に記載されている全てのトピッ

クや分野について、企業が全てのベストプラクティスを採用することは意図

していないと明言しており、多くの納税者にとって負担が大きく、時間がか

かることを認めている。 

 

しかし、HMRCは、納税者が全てのリスク分野を検討し、特に複雑な取引や

高リスクの取引が確認された場合、コンプライアンスに重点を置き、ビジネ

スに最も関連する分野の活動を強化する必要があるかどうかを評価すること

を推奨している。 

GfC7ガイダンスの適用は、HMRCが事業者のリスクに対する姿勢をどのよ

うに見ているかに影響し、ひいては HMRCによる調査対象者の選定に影響を

与える。納税者コンプライアンス・マネージャー（CCM）を任命された事業

者については、そのグループがGfC7ガイダンスをコンプライアンス・プロ

セスにどのように組み込んでいるかが、納税者の年次事業リスクレビュー

（BRR）の一環として評価される。 

第一部：英国ビジネスのコンプライアンス・リスクの管理 

GfC7のパート 1は、英国の税務リスク責任者が関連するグループ部門及び外

部委託業者と協力し、効果的で根拠ある英国移転価格コンプライアンス・プ

ロセスを確立することを目的としている。英国の税務リスク責任者とは、通

常、英国事業に精通した英国の従業員を指す。 

HMRCは、英国ビジネスや必要なコンプライアンス範囲を十分に理解してい

ない可能性のある外部アドバイザーやオフショアグループの税務チームだけ

に頼るのは不十分であると強調している。従って、納税者は、業務範囲が適

切であること、事実内容が正確であること、ビジネスモデルを反映した結果

が得られることを確実にするために、英国事業に精通した人材をグループ内

に特定することが極めて重要である。 

効果的な英国における移転価格税制のコンプライアンスに関するプランニン

グとスコーピングのベストプラクティスは以下の通りである。 

• グループの移転価格コンプライアンス・モデルと、それが英国の保証に

与える影響を理解すること 

 

• 英国事業に影響を与えるグループ移転価格ポリシーとグループ内合意を

認識すること 

 

• 過年度からの進展、重要性、比例性、及び深度に関するコンプライアン

ス活動の対象の決定（グループ内の商品やサービス、第三者との新たな

契約、合併、売却、再編、無形資産の譲渡、幹部職員やガバナンスの変

更等における重大な変更が含まれる） 

英国でこれらの取引を処理する者は、TPポリシーの条件を認識し、それを実

践的に実施する方法を理解することが極めて重要である。これにより、グ

ループ内取引の計算ミスや計算漏れを防ぐことができる。 

計算の落とし穴を避けるためのベストプラクティスの提案は、通常、英国の

税務リスク責任者が行う： 

• 専門家と協力して、実際に達成された利益や損失が独立企業間かどうか

を判断し、見直す 
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• 損益の二重計上を避けるため、TP ポリシーを個別に計算し、計算結果を

法定会計と照合する 

 

• TP ポリシーでカバーされていない新規の取引やその他の取引に特にフラ

グを立てる 

最後に、HMRCは、全ての関連情報を一箇所にまとめた「補助情報ファイ

ル」を作成することを推奨している。HMRCは、GfC7 ガイダンスの付録 1

に記載されているそのような裏付けとなる証拠の例は、チェックリストや包

括的な性質を意図したものではないことに留意されたい。 

第二部：共通のコンプライアンス・リスク 

GfC7の第 2部では、HMRCが問い合わせの際に頻繁に遭遇する一般的なコ

ンプライアンス・リスクを納税者が特定できるよう、コンプライアンス・サ

イクルを通じた実践的なリスク・フレームワーク・サイクルを提供してい

る。このセクションは主に TPスペシャリストを対象としており、英国の納

税者がどのように推奨事項を採用し、申告ポジションを文書化し、高リスク

の指標を軽減できるかに焦点を当てている。 

HMRCは、徹底的かつタイムリーな機能分析の重要性を強調している。 

OECD移転価格ガイドラインに規定されているその他の経済的に関連する特

性（契約条件、財産やサービスの特性、経済状況、事業戦略等）の正確な定

義付けとともに、十分に文書化された機能分析は信頼性を高めるとしてい

る。理想的なベストプラクティスは、税務申告を行う前に機能分析を行うこ

とである。そうでない場合、HMRCは、申告後に機能分析を行うことは、提

出された申告書の結論が実際に実行された機能によって裏付けられていない

可能性があり、それにより罰則のリスクが高まるリスクがあると警告してい

る。また HMRCは、無形資産に関する納税者の分析が不十分であることがよ

くあると指摘している。完全で正確な分析には、R&D機能、製品開発プロセ

ス、無形資産の開発、強化、維持、保護、利用（DEMPE）における英国の役

割の詳細な説明が含まれるべきある。また納税者は、このような分析結果

を、研究開発クレジットや関連特許のクレームで提出された文書と照合する

よう注意しなければならない。提出書類間の矛盾は、HMRCによる納税者の

コンプライアンス・プロセスに対するリスクプロファイルが高いことを示す

可能性が高い。 

HMRCは、GfC7の第 2部に記載されたガイダンスに従うことで、企業や納

税者の専門家がコンプライアンス・サイクルをより円滑に進め、特定された

一般的なリスクを軽減できることを期待している。適切な文書化が基礎とな

る作業を正確に反映することで、不必要なコンプライアンス負担を軽減する

ことができる。 

第三部：移転価格方針の設計リスクに係る指標 

GfC7のパート 3は、移転価格ポリシーの設定や既存の移転価格ポリシーア

プローチのリスクの見直しに携わる社内の税務及び移転価格スペシャリスト

に関連するものである。本セクションには、以下のような移転価格の複雑な

分野が含まれている。 

• 無形資産 

• ローカル市場を統括するグループ内サービス 

• 目標利益が設定されている移転価格モデル 

• グループ内役務に対するコストを基にした報酬と売上を基にした報酬 
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• フランチャイズ手数料及び類似の一括手数料の取り決め 

このような取引は複雑な性質を持つ可能性があるため、HMRCは、このよう

な取引を行う英国企業に対し、十分な検討とコンプライアンスを確保するた

めに、専門家に相談することを推奨している。 

小括 

HMRC TPウェビナーでは、ガイドラインの実践的な適用と移転価格コンプ

ライアンスへの期待について貴重な洞察を提供している。また、企業がどの

ように移転価格リスクを管理し、HMRCの基準を確実に遵守することができ

るかについて、明確化を行っており、納税者が英国における移転価格リスク

のコンプランスを向上させる上で重要な情報を提供している。 

最初のページに戻る 


